
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１１月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４長第５７号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年６月２８日（土） ０７時２５分ごろ 

発生場所 長崎県松浦市初
はつ

埼北西方沖（伊万里
い ま り

湾北部） 

 初埼灯台から真方位３０４°１００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２５.０′ 東経１２９°４７.７′） 

事故等調査の経過  平成２６年７月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 幸福
こうふく

丸、４.９７トン 

   ＮＳ３－５００９５７（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ ゴムボート （船名なし）、全長２.６５ｍ 

   なし、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士 

Ｂ 操縦者Ｂ、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

損傷 Ａ なし 

Ｂ オールが折損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、船長Ａが操舵室内で立って操船

し、約９ノットの対地速力で手動操舵により、初埼北西方沖を航行

中、平成２６年６月２８日０７時２５分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の

左舷中央部とが衝突した。 

 Ｂ船は、操縦者Ｂが１人で乗り、初埼北西方沖で船首を北に向け、

釣りをして錨泊中、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 Ａ船は、衝突に気付かずに航行を続け、Ｂ船は、転覆し、操縦者Ｂ

が、落水したが、救命胴衣を着用しており、付近を航行中の船舶に救

助された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項  船長Ａは、本事故発生場所付近に他船はいないと思っていた。 

 操縦者Ｂは、衝突直前に左舷側から接近するＡ船に気付き、錨索を

放し、オールを漕
こ

いで避航しようとしたが、Ａ船と衝突した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 



 

 判明した事項の解析  Ａ船は、初埼北西方沖を航行中、船長Ａが、船首方に他船はいない

と思い、Ｂ船に気付かなかったことから、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

 Ｂ船は、初埼北西方沖で釣りをして錨泊中、操縦者Ｂが、衝突直前

に接近するＡ船に気付き、錨索を放し、オールを漕いで避航しようと

したものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、初埼北西方沖において、Ａ船が航行中、Ｂ船が釣りをし

て錨泊中、船長ＡがＢ船に気付かなかったため、両船が衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常時、見張りを適切に行うこと。 

 


